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鹿角市ハラスメントの防止に関する指針 

～お互いの人格を尊重し、相互に信頼し合う職場環境に向けて～ 

令和 2 年 10 月 1 日 

鹿角市総務部総務課 

 

はじめに 

ハラスメントは、被害者に対しては精神や健康の状態に支障を及ぼし、休職や退

職に至らせる可能性がある人権侵害です。また、職場に対しては、職員の勤労意欲

を低下させ、能力発揮を阻害するだけでなく、職場秩序や業務の円滑な遂行に支障

を及ぼすほか、事業主としての鹿角市の社会的信用の低下を招くものです。 

この指針は、そうしたハラスメントを防止することにより、「すべての職員が個人

としての尊厳を尊重される、働きやすい職場環境を確立し、職員の利益の保護と公

務能率の向上を図る」ためのものです。職員一人ひとりがこの指針の趣旨と内容を

理解し、ハラスメントを自分が「しない」、人に「させない」ことを遵守してくださ

い。 

 

第１ 趣旨 

この指針は、すべての市職員（会計年度任用職員を含む。また、以下「職員」と

いう。）が、個人としての尊厳を尊重され、働きやすい職場環境を確立することによ

り、職員の利益の保護及び公務能率の向上を図ること、並びに、職員が接する市民

等に対しても、同様に個人の尊厳を尊重して対応することを目的として、ハラスメ

ントの防止及び対応のために必要な用語の定義や職員が理解しておく必要のある事

項を定めます。 
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第２ ハラスメントとは 

1. 共通 

（1）ハラスメントの定義 

この指針におけるハラスメントは、セクシュアル・ハラスメント（以下「セ

クハラ」という。）、パワー・ハラスメント（以下「パワハラ」という。）及び

妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントの総称とします。 

 

（2） ハラスメントが発生する場所 

職員が職務に従事する場所はもちろん、職員が通常勤務している場所以外

の場所及び懇親の場等であって、職場における人間関係がそのまま持続してい

る場所も含みます。 

 

（3） ハラスメントの行為者、被害者の範囲 

職員の間に発生するもののほか、職員が職務で接する市民（民間企業・団

体の従事者、インターンシップの学生、学校における生徒などを含む。）との

間に発生するものも含みます。 

なお、労働者派遣事業により市に派遣された派遣労働者については、労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）により、市が派遣労働者を雇用する事業主と見なされるこ

とに留意してください。 

 

（4） 法律による事業主への義務付け 

事業主には、それぞれのハラスメントについて、労働者の相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措

置を講じることが義務づけられています。 

① セクハラ 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（男女雇用機会均等法）」第１１条第１項、第２項、第３項 
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② パワハラ 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律」第３０条の２第１項、第２項 

③ 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（男女雇用機会均等法）」第１１条の３第１項、第２項 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律」第２５条 

 

（5） 法的罰則の適用等 

行為者には脅迫（刑法第２２２条）、侮辱（刑法第２３１ 条）などの法的

罰則が適用される場合があるほか、不法行為（民法第７０９条）または名誉毀

損（民法第７２３条）により損害賠償責任を負うことがあります。 

 

2. セクハラの定義 

① 職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員

が他の職員を不快にさせる性的な言動をいいます。 

② 女性に対する言動はもちろん、男性に対する言動、同性に対する言動も

含みます。 

③ セクハラを受けた者の性的指向（人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象

とするか）または性自認（性別に関する自己意識）に関わるものも含み

ます。 

④ 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な言動を指し、「性的な

内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を

意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要する

こと、必要なく身体を触ること、わいせつな図面を配布すること等をそ

れぞれ含みます。 

⑤ 「職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職

員が他の職員を不快にさせる性的な言動」にあたるかどうかは、その言

動を受けた職員が精神的苦痛を感じるか否かが判断基準であり、行為者
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の意図とは関係ありません。 

 

3. パワハラの定義 

① 職場において行われる行為で、次の要素をすべて満たすものをいいます。

また、必ずしも威圧的な言動、いじめ、嫌がらせ、強要だけを指すもの

ではありません。 

ｱ. 優越的な関係を背景とした言動 

ｲ. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

ｳ. 職員の就業環境が害されるもの 

② 「優越的な関係を背景とした言動」については、上司から部下へのいじ

め・嫌がらせを指すほか、業務を遂行するに当たって、言動を受ける職

員が言動を行う者に対して抵抗または拒絶することができない蓋然性が

高い関係を背景として行われるものを含みます。例えば、以下のものが

含まれます。 

 

 

 

 

 

 

③ 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」については、社会通念に照

らし、言動が明らかに業務上必要性がないもののほか、またはその態様

が相当でないものを指し、例えば、以下のものが含まれます。 

 

 

 

 

 

 

○ 直接の上司ではないが、職務上の地位が上位の者による言動 

○ 同僚または部下による言動で、当該言動を行う者が、業務上必要な知識や

豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を

行うことが困難であるもの 

○ 同僚または部下からの集団による言動で、これに抵抗または拒絶すること

が困難であるもの 

○ 業務の目的を大きく逸脱した言動 

○ 業務を遂行するための手段として不適当な言動 

○ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容

される範囲を超える言動 
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なお、業務上適正な範囲を超えた行為がパワハラであり、上司からの

叱責であっても、それが適正な範囲内であり、客観的に見て「業務上適

正な範囲を超えた」行為と言えなければ、パワハラには該当しません。 

一方、上司のパワハラは業務上の命令や指導の名目で行われることが

あり、問題が表面化しにくいため、注意が必要です。指導とは名ばかり

の言葉や態度で、精神的、肉体的に苦痛を与えるものはパワハラに該当

します。 

④ 「職員の就業環境が害されるもの」とは、その言動により、職員が身体

的または精神的に苦痛を与えられ、職員の就業環境が不快なものとなっ

たため、能力の発揮に重大な悪影響を生じる等、職員が勤務する上で看

過できない程度の支障が生じるものを指します。 

なお、精神的苦痛を感じるか否かは主観的なものであるため、その判

断に当たっては、一般的にはどう受け止められるかという客観的な視点

で評価することが適当です。 

 

4. 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントの定義 

① 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度または措置の

利用等に関する言動（制度等の利用への嫌がらせ）により、その職員の

就業環境が害されること、および、職員が妊娠したこと、出産したこと

等に関する言動（状態への嫌がらせ）により就業環境が害されることを

いいます。 

② 「状態」には、妊娠、出産のほか、妊娠または出産に起因する症状（つ

わり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等）により勤務すること

ができないことやできなかったこと、能率が低下したことを含みます。 
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第３ 職員の責務 

職員の一人ひとりが、次の事項の重要性を十分認識することが必要です。 

 

 

 

その上で、他の職員に対する自身の言動に注意を払い、職員間のコミュニケー

ションを図るなど、ハラスメントの防止に努めなければなりません。 

また、ハラスメントの防止に関する指針等の周知・啓発、相談対応及び事後の

措置への協力に努めなければなりません。 

 

第４ 管理監督者の責務 

管理監督者は、職員が職務に専念できる良好な職場環境を確保する責任がある

ことを十分自覚することが必要です。 

自らハラスメントをしないことはもちろん、ハラスメントの問題が生じた場合

には、迅速かつ適切に対処しなければなりません。また、ハラスメントの防止の

ため、職員の意識啓発に努めなければなりません。 

職場内の良好な就業環境を確保するため、職員と日常的にコミュニケーション

をとるとともに、定期的に面談やミーティングを行うことにより、風通しの良い

職場環境や互いに助け合える職員同士の信頼関係を築かなければなりません。 

 

第５ 総務課の責務 

① ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非行などに該当し、懲戒処分の対象とするほか、総務課は所属部署

等と協議し、事案の内容に応じて、配置転換等の人事上の措置、行為者の謝

罪等の措置を講じます。 

② ハラスメントの防止等を図るため、職員に研修・講習等を実施し、理解を深

めるための取組を行います。 

○ お互いの人格を尊重しあうこと。 

○ お互いが大切なパートナーであるという認識を持つこと。 

○ 性別により差別しようとする意識をなくすこと。 
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③ ハラスメントの防止等を図るため、本方針及びハラスメントの防止及び相談

対応マニュアルの内容を職員に周知・啓発します。 

 

第６ ハラスメントに関する相談 

職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため、総務課

に相談を受ける窓口を設置し、相談を受ける職員（以下「相談員」という。）を配

置します。 

相談は、ハラスメントの被害者からのものに限らず、次のものも含みます。 

 

 

 

相談員は、相談を申し出た職員に対し助言等を行うほか、ハラスメントの防止

及び相談対応マニュアルに沿って対応し、当該問題を迅速かつ適切に解決するよ

う努めなければなりません。 

 

第７ ハラスメント対策委員会の設置 

職員からのハラスメントに関する相談等に係る問題を審議し、公正な処理に当

たるため、ハラスメント対策委員会（以下「委員会」という。）を設置します。委

員会は、鹿角市職員分限懲戒審査会の委員をもって組織し、主に次の事項につい

て対応します。 

 

 

 

 

○ 他の職員がハラスメントをされているのを見聞きした職員からの相談 

○ 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談 

○ 部下等からハラスメントに関する相談を受けた管理監督者からの相談 

○ 委員会は、相談員よりハラスメントに関する相談等に関する処理を行った旨の

報告があった場合や、問題の解決を図ることが困難な場合など、必要に応じて

委員会を開催する。 

○ 委員会は、相談等に係る問題の審議にあたり、懲戒処分の必要性等について鹿

角市職員分限懲戒審査会での審査が必要と認められる場合は、鹿角市職員分限

懲戒審査会に対して、その審査を要請することができる。 


